
豊川市建設工事事後審査型総合評価競争入札試行要領 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、豊川市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札のうち、入

札参加資格の審査を入札執行後に行う特別簡易型総合評価方式（以下「事後審査型総合

評価落札方式」という。）による競争入札を試行するにあたり必要な事項を定める。 

 

（事後審査型総合評価落札方式入札の対象工事） 

第 2 条 事後審査型総合評価落札方式の試行対象工事は、一般競争入札に該当する工事の中

から豊川市入札等審査委員会（以下「審査会」という。）が決定する。 

 

（入札参加申込書） 

第 3 条 入札参加希望者は、入札参加申請書及び加算点申告表を市長が指定する期日まで

に提出しなければならない。 

 

（落札決定の保留） 

第４条 市長は、対象工事の入札後、落札候補者（予定価格の制限の範囲内の価格で、失

格判断基準以上の価格をもって入札をした者をいう。以下同じ。）の入札参加資格及び加

算点の審査を行うため、落札決定を保留する。 

 

（参加資格審査に必要な書類の提出） 

第５条 市長は、落札候補者のうち評価値の最も高い者に対し、入札後速やかに、落札候

補者通知書（様式１）により、別に定める特別簡易型総合評価落札方式一般競争入札参

加資格確認申請書（以下「参加資格確認申請書」という。）の提出を求めるものとする。 

２ 参加資格確認申請書は、提出を指示した日の翌日から起算して原則として２日（豊川

市職員の勤務時間、休暇等に関係する条例（平成７年条例第１２号）第９条に規定する

休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に提出しなければならない。 

３ 第１項の落札候補者が前項に規定する提出期限内に参加資格確認申請書を提出しない

とき、又は入札参加資格の審査に関し市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補

者のした入札は、無効とする。 

 

（入札参加資格等の審査） 

第６条 市長は、参加資格確認申請書の受領後速やかに、当該落札候補者について、入札

参加資格の審査を行う。 

２ 前項の審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たさないときは、当該落札候

補者のした入札を無効とし、次に評価値の高い落札候補者に参加資格確認申請書の提出

を求め入札参加資格の審査を行うものとし、以後入札参加資格を満たす者が確認できる

まで繰り返すものとする。 



３ 入札参加資格の審査の結果、入札参加資格を満たす落札候補者が確認できたときは、

当該落札候補者について、加算点の審査を行う。 

４ 前項の加算点の審査の結果、当該落札候補者の評価値が他の落札候補者の評価値を下

回った場合は、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に評価値の高い落札候補者に

参加資格確認申請書の提出を求め入札参加資格の審査から再度審査を行うものとし、以

後評価値の最も高い者が確認できるまで繰り返すものとする。 

５ 市長は、第２項又は前項の規定により落札候補者を無効としたときは、当該落札候補

者に対し、その旨を通知するものとする。 

６ 加算点の審査において、評価値が等しい落札候補者がある場合には、くじにより順位

を決定する。 

７ 入札参加資格及び加算点の審査は、入札書及び工事費積算内訳書、加算点申告表、参

加資格確認申請書及び加算点確認資料により行うものとする。ただし、必要に応じ別途

資料を求め、審査を行うことができるものとする。 

８ 入札参加資格及び加算点の審査に際し、当該落札候補者の提出書類等に虚偽がある等

市長が悪質であると認めるときは、豊川市における建設工事請負等の指名停止措置要綱

に基づき不正業者として審査会に報告するものとする。 

 

（落札者の決定等） 

第７条 市長は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たし、評価値の最も高いことが確認

された落札候補者を落札者として決定し、通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該落札候補者が低入札調査基準価格未満の価格で入札を

した者である場合は、入札参加資格を満たし、評価値の最も高いことが確認された場合

であっても落札者とせず、豊川市低入札価格調査制度取扱要領の定めるところにより落

札者を決定するものとする。 

３ 第１項の通知は、第５条第２項に規定する参加資格確認申請書の提出期限の翌日から

起算して原則として３日（休日を含まない。）以内に行うものとする。ただし、当該審査

に疑義が生じた場合は、この限りでない。 

４ 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさ

なくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。 

 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、豊川市制限付一般競争入札

要領及び豊川市建設工事総合評価落札方式入札試行要領の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、同日以降に公告を行う案件から適用する。 



 

様式１ 

 

○豊 契 号 外 

年  月  日 

     

  様 

 

豊川市長 

 

 

落札候補者通知書 

 

 

先般入札を行った下記工事について、貴社が落札候補者となりましたので通

知します。 

ついては、総合評価落札方式一般競争入札参加資格確認申請書及び加算点確

認資料を提出してください。 

 

記 

 

１．入 札 日      年  月  日 

２．工 事 名 

３．工事場所 

４．提出期限      年  月  日必着 

５．提 出 先   郵便番号 442-8601 

豊川市諏訪１丁目１番地 

豊川市役所総務部契約検査課 担当 

電話番号  


